
「SAGA 部活」ブランディング戦略策定業務委託仕様書 
 
 
１ 委託業務名 
  「SAGA 部活」ブランディング戦略策定業務委託 
 
２ 目的 
   

佐賀県教育委員会では、「将来、オリンピックに出たい！」「友達と楽しくやりたい！」
など、子どもたちの部活動に対するニーズの多様化や、少子化に伴う部活動数・部員数の
減少を見据え、令和３年度から市町教育委員会と連携して、子どもたちの「やりたい！」
を支え続けるため、「SAGA 部活」と称した部活動改革を推進している。 

 
「SAGA 部活」を推進していくためには、学校や地域、保護者に「SAGA 部活」の理念

や必要性への共感を広げ、各市町ごとで実態に即した改革を進めていく必要があるが、現
状としては、十分に取り組めていない様子が多く見られる。 

 
この要因の一つに、学校や地域、保護者の間で「部活動は学校単位で行われるもの」と

いう認識が根強くあると考える。 
 
そこで、こうした状況を打開するため、佐賀県教育委員会が県全体で部活動改革を盛り

上げながら、市町の取組を大きく後押しし、子どもたちの「やりたい！」をしっかりと支
えていくことができるよう、学校や地域、保護者に対して「SAGA 部活」の理念や必要性
を浸透させ、共感を広げ、「SAGA 部活」の推進を加速化させる、「SAGA 部活」ブラン
ディング戦略を策定することとする。 

 
（参考）「SAGA 部活」のコンセプト 
・「子どもたちがスポーツや文化芸術に触れられる機会の確保」 
・「子どもたちや指導者、それぞれの想いを形にした部活動改革の推進」 

※「SAGA 部活」提案書参照 
 
３ 業務内容 

 「ＳＡＧＡ部活」ブランディング戦略策定に関する次の業務を行う。 
 

（１） 本事業全体の総括ディレクション業務 
「SAGA 部活」のコンセプトをもとに、本事業の趣旨を尊重しながら、事業全体の

監修及び企画、制作、進行を行う。 
なお、必要に応じて知見を有する専門家（クリエイター、デザイナー等）と連携す

るなど、具体的な体制についても提案すること。 
 

（２）  ブランディング戦略の策定 
学校や地域、保護者に対して「SAGA 部活」の理念や必要性を浸透させ、一緒にな

って取り組んでいくという意識改革を行いながら、佐賀ならではの強みや将来性等の
ポテンシャルを探り、それを生かしたブランディング戦略を策定する。 



（３） 広報戦略の策定 
    （２）で策定するブランディング戦略に基づき、効果的な情報発信を行うための広

報戦略を策定する。 
    なお、具体的な情報発信のツール、キャッチフレーズ、ロゴマーク、「SAGA 部活」

の構想図等ついても提案すること。 
 

４ 業務実施体制 
（１） 業務責任者の配置 
     業務の実施に当たっては、委託業務を総括し、県からの指示を受ける窓口として

業務責任者を配置し、円滑な業務の遂行に努めるものとする。 
（２） 業務スケジュールの管理 
     県と業務スケジュールを調整して業務を実施するのものとし、業務の遂行状況に

ついては、随時報告を行うものとする。 
（３） 業務内容の確認 
     業務内容の確認のため、必要に応じて随時県と打ち合わせを行うほか、関連事業

全体について随時助言を行うものとする。 
（４） その他   
     業務の実施に当たり、疑義が生じた場合は、速やかに県と協議を行うものとする。 
 
５ 成果物の提出 
  本業務で提案したその他広報物等のデザインを、県が定める期日までに県に提出する。 

また、業務完了の際は、業務完了報告書を作成し、本業務により製作したデータやデザ
イン、写真、イラスト、文章等と併せて、県に提出する。 

 
６ 委託金額 
  金 2,920,000 円（消費税及び地方消費税を含む）を上限とする。 
 
７ 委託料の支払い 
  完了払 
 
８ 履行期間 
  契約締結の日から令和７年３月３１日まで 
 
９ 業務実施上の留意事項 
（１）  受託者が本業務において製作したデータやデザイン、写真、イラスト、文章等の著

作物に関する全ての著作権（著作権法第 21 条から第 28 条に定める全ての権利を含
む）、意匠権等が、県に帰属するものとする。 

（２）  受託者は、著作物の著作者人格権を県及び第三者に対して行使しないものとする。
また、著作物は、県が認めた団体等については、随時使用、複製できるものとする。 

（３）  本仕様書に基づく業務に関し、第三者の知的財産権、所有権を侵害しないこと。ま
た、第三者との間に知的財産権、所有権など全ての権利侵害の紛争等が生じた場合は、
当該紛争が県の責めに帰す場合を除き、受託者の責任において一切を処理すること。
この場合、県は紛争等の事実を知ったときは、受託者に通知し、必要な範囲で訴訟上
の防衛を責任者に委ねる等の協力措置を講じるものとする。 



（４）  受託者の責に帰すべき理由により、県、又は第三者に損害を与えた場合は、受託者
がその損害を賠償すること。 

（５）  本業務においては、個人情報保護及び情報セキュリティに関し細心の注意が必要と
されるため、受託者へ以下の事項を義務付けるものとし、受託者は業務上知りえた情
報が第三者に漏洩しないように十分注意すること。 
ア 業務上知りえた個人情報は、秘密を保持し、第三者への情報提供を禁止する。 
イ 受託業務目的以外の利用を禁止する。 
ウ 受託業務目的以外の個人情報データの複写または複製を禁止する。 
エ 業務従事者による個人情報保護の誓約 

（６）  受託者が業務を実施するにあたり必要となる旅費は、委託料に含めるものとする。 
（７）  中止等に伴って生じる委託金額の変更については、委託者と受託者が協議の上、決

定する。 
（８）  本仕様書に定めのない事項については、委託者と協議の上、決定する。 






































































